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成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28年法律第 29号）第 13条第

２項の規定に基づき、同法第 12条第３項の「第二期成年後見制度利用促進基本

計画」の変更の案の作成に当たって盛り込むべき事項につき、貴会議の意見を求

める。 

資料１ 

（案） 


